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第１回京都府鴨川条例（仮称）検討委員会の傍聴者意見

（平成１８年６月２３日）

意 見

・治水について上流域の砂防ダムは現状ではあまり機能してないように思う。ダムの働きがするよ1
うに保全することが大事では。

・上流域の産廃処理場の規制は必要。水質、景観、土壌流出が鴨川を上流から汚染している根源に
なっている。

。 、 、 。・土砂堆積は川の相をかえている 自然を守る 公害は発生させない などの立場から撤去が必要

・先祖から受け継ぎ、子供たちに引き継いでいく貴重な鴨川をこんな少ない回数の議論で制定して2
いいのか疑問である。たぶん行政の一人舞台で制定されるのが寂しい。

・最近鴨川に中州が大分多い様です。雨が降りその中州にごみが引っかかり見苦しいと思います。3
予算も大変だと思いますが除去して頂く様、土木事務所にお願いして欲しいと思います。水の汚
れもよくなります。尚、みそそぎ川に雑草が川の中に生えている処が多々あります。納涼床には
税金？河川料も納めておられるのですから清掃を至急にお願いしたい（二条～五条まで 。）

・拙宅の屋上から東山を眺望すれば東山３６峰が見えます 「ふとん着て寝たる姿が東山」と古人。
が歌っていましたが、そのふとんが大きく破られているように見えます。それは大谷墓地です。
京都市の環境課へ再々木やツタを植える様お願いしましたがダメでした。

もう少し活発な議論がなされると思っていたので少し残念でした。課題が明確に出された点はよか4
った。

今回は、第１回目ということだったので、事務局側の案に関する感想という印象が強かった。具体5
的な条例案の早期作成を期待したい。

公開、府市民意見の重要視に好感。今後とも堅持願いたい。6

上流、下流に住む人だけでなく世界の鴨川であることがよく分かった。7

芝池先生のおっしゃるとおりです。知事報告には、しっかり黒枠であげておくべきです。川﨑先生8
の意見も！知事と先生方との感性の違いは、官僚と市民の差でしょうか？

。 、 、 。9 鴨川問題とまちづくりの観点が重要と思う 府 市 住民との協働の観点をはずさぬよう期待する
もっと楽しい府市民の親しまれる鴨川づくりに役立つ内容を！

特に納涼床に関し、罰則をつけず長いスパンで改善をはかるべきである。今後よろしくお願い申し10
上げます （京都が他府県又、世界に誇れる伝統文化だから）。

11 1課題事項が多いので、優先順位をつけて（やりやすいものからではなく、急ぐ必要があるもの）
つ つ話し合い、条例を制定していくべきではないか。1

委員の構成について。筆者は、上流雲ヶ畑に住まいしているものですが、委員の中に生活者の影が12
70見られないことに疑問があります ①上流域住民 川の水で暮らす人 ②林業に従事する人 流域。 。 。 。

％の担い手。③産廃物処理場等に反対の取り組みをしている人。①②③がないことです。できれば
意見を聞かれる機会を設けられてはどうでしょうか。

条例制定の背景と目的はよく理解できました。都市近代化、高層ビル乱立自然破壊の傾向にある今13
こそ真剣に考えるべきだ。小中学生の頃より教育に重点的に取り組むべきだと考える。実習活動を
行うべきだと思います。

・中州を無くすべき！害虫発生のもとになっている。野鳥も必要以上に増えフン害が発生、樹木の14
枝をついばみ木を枯らすようになる。

・堤防ののり面を占拠している家が多い。
・橋の下の不法占拠をなくす。不安を感じる。
・河川敷で自転車がスピードを出し危険だから、自転車は規制すべき。
・川中に飛び石をつくり、親水性を高め、賀茂川に対する関心を持つ人をふやす。

・議論の中にもありましたが、安心、安全、治水面からの鴨川は当然のことですが、まず美しい鴨15
川のあるべき姿を明確にした上で、治水も考えるということにしてはどうか。

・鴨川の景観に配慮しながら、水と文化を育てる、考えるための鴨川資料館（仮称）も考えてはど
（ ）。 。 。うか 条例の想定外かもしれないが ※頼山陽邸の活用はどうか 頼家と話し合ったうえだが

・納涼床（経営者）業者のヒアリングの機会を設けてはどうか。意見交換会に出席してもらうこと
でもよいですが。

・府市協調で上流の保全ゾーンを確立することを加えてほしい。16
・治水対策として上流の中州は大きすぎる（川はどこを流れているか分からない程 。早く対策を）
望む。

・自然を保全する立場での条例にしてほしい。

、 。17 規則ばかりが行きすぎる条例にならぬよう そして次代に継承していく美しい川を守る条例を願う
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意見募集「京都府鴨川条例（仮称）に期待すること、望むこと」

への応募意見

（平成１８年８月５日～９月８日受付）

京都府鴨川条例（仮称）に関する住民の意見を広く聞くために、ホームページと
チラシ等にて意見募集を行った。

募集テーマ：京都府鴨川条例（仮称）に期待すること、望むこと
募集期間 ：平成１８年８月５日～９月８日
応募件数 ：総数 ３０件

・全般に関する意見 ２件
・治水に関する意見 １件
・環境に関する意見 ２０件（内１件は要望書）
・景観に関する意見 ５件
・利用に関すること ２件

概 要

１ 全般に関する意見

・課題の実現に向けて、関係機関の緊密な連携が重要。
・条例制定には十分な議論が必要であり、日程が拙速すぎないか。

２ 治水に関する意見

・中州が多すぎるので、多雨の際、洪水が不安。
３ 環境に関する意見

・河川の富栄養化で中州に雑草が繁殖し、昔のような清流でなくなった。
・上流域の産業廃棄物中間処理施設から出される残土、焼却灰、排水な

、 、 、 、 。どが鴨川の水質 大気 土壌 景観に悪影響を与えており 規制すべき
・自然と共生してきた林業が、経済成長とともにその形態を維持できな
くなり、自然破壊をしている。

・鴨川で特に目立つレジ袋などのゴミ対策が必要。
４ 景観に関する意見

・鴨川に張られた紐が、景観を破壊しており、鳥類にも危険である。
・上流域に産業廃棄物中間処理施設は不似合いである。
・中州が育ちすぎて水の流れが見えず、景観がよくない。

５ 利用に関する意見

・鴨川での花火は夏の風物詩であり、条例で禁止するのは危険なものに
限定すべき。

・緑の多い安らぎのある公園が望ましく、火の使用は禁止すべき。
・罰則を設け、職員が取り締まりやすくするのも一つの方法である。
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１ 全般に関する意見

○ 未来永劫、京都府民に「親しまれる、暮らしの川」をめざす目標は共通の認
識と思われる 「鴨川憲章」のようなシンボル的な指針とともに、どう実効あ。
るものに具体化するか、府民の意識改革と行動啓蒙、行政の実施手段、施策の
裏付け(必要な規制と誘導援助など)が大切。その場合、長期的、総合的な視点
、 、 、 、 、 、で 優先する課題の解決に向けて 関係する実施主体(国 府 市 民間団体

ボランティア等)の緊密な協力連携を期待する。
、「 」 、 、例えば 清流保全 のため 森林資源・保水力かん養の農林業振興・活用

乱開発の規制、住民の自然環境保全の協力など。

○ 住民協働・府市協調の「鴨川条例」が制定されるとのことで、私たちはとて
も期待しています。第２回検討委員会で、具体的な条例案を検討されるとのこ
とですが、いきなり条例案が出てきても私たち住民はとまどってしまいます。
９月８日締切の意見集約が一週間で反映されるのでしょうか。
委員会では、条例案作業部会を作って十分議論して「鴨川条例案」をまとめ

ていただきたいと希っています。ちょっとスケジュールが拙速にすぎるように
思います。

２ 治水に関する意見

○ 中洲が多過ぎるので多雨の際、洪水にならないか不安です （少々の中洲は。
野鳥などの生物に必要と思っていますが）

３ 環境に関する意見

○ 鴨川条例の制定に大きな期待をしている一市民です。鴨川まで徒歩３分、毎
日の散歩コースで京都の住民で良かったと思っている所です。
ところが、山幸橋から上流数キロ辺りにトタン塀で囲まれた１０ヶ所程ある

資材置場と称してのごみの山に心が痛みます。どうしてこんな所に産廃施設が
許可されたのでしょうか？土砂の流出、水質汚濁、大気汚染の危惧、そして何
より景観阻害。北山杉の美しい景観を取り戻して下さい。
鴨川の汚染につながる施設は移転できないでしょうか？委員会の検討に期待

します。

○ 条例の基本方向の特色①、②に記載の項目（編集者注：①歴史と文化を支え
た清流の鴨川、②日本有数の憩いの場・観光資源の鴨川）は、まさにその通り
であります。
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50年前、鴨川畔を通り通学したものですが、当時の中州には雑草も無く、川
では友禅流しの洗浄、中州ではそれを乾燥する光景などは、正に京都的な忘れ
られぬものと記憶に深く留めています。
産業構造なども大きく変わり、望むべくもありませんでしょうが、河川の富

栄養化で中州は雑草の宝庫となっています。河川水の浄化を図り蛍が生息でき
るようになれば、憩いの場としての重要性も更に認識されることでしょう。

○ 平成９年改正河川法で「河川環境の整備と保全」が法の目的とされました。
河川管理者としての府は、法の裏付けに基づき、より積極的に鴨川の環境保全
と回復を図る制度を条例で策定すべきです。
ことに上流では、従来違法焼却を行ってきた産廃施設が河岸に隣接立地し、

焼却灰や産廃ガラが埋まっていると思われる土壌やダイオキシン汚染の疑いの
ある地下水の鴨川への流出があります。長年の埋め立てにより河川流路自体を
変えてきている可能性もあります。
河川管理者としての権限で、河川環境に影響のありうる隣接地土壌や流入水

の検査、河岸の完全な遮蔽措置などを求めるべきです。

○ 先日、鴨川上流の雲ヶ畑に行き、産業廃棄物処理施設を川べりから見る機会
がありましたが、施設が河岸ぎりぎりまでせりだし、廃棄物と思われる物体が
河岸に放置されていました。地元の方に聞けば、ダイオキシン流出の疑いも濃
厚とのこと。上流にこんな危険なものが放置されていては、安心して鴨川で遊
んだり憩うことはできないと思います。そういった施設について、強力な立ち
入り検査を行い、必要な措置を講じさせるような内容を、ぜひ条例に盛り込ん
でいただきたいです。

○ 京都市北区雲ヶ畑に住んでいます。雲ヶ畑は鴨川の源流域として、昔から水
を守り、山を守り、自然を大切にして自然と共に生きてきました。
ところが、現在源流域の荒れ様はひどいものがあります。第一に、長年、大

規模な野焼きをやり、その後、平成１０年から稼働している産廃の施設を撤去
してください。土壌にダイオキシンがしみ込み、川に流れ込み、汚染していま
す。鴨川の上流がこのような現状のまま放置されることはゆゆしき事態です。
上流を自然のままに保全する条例を作って下さい。鴨川の源流に、産廃施設や
トタンで覆われた資材置場はいりません。

○ 鴨川条例となると、一般に鴨川だけのことのように思われがちだが、先の鴨
川流域懇談会の報告にしても、流域とうたいながら本当に流域を含めた鴨川の
在り方を充分にとらえていない。鴨川は京都のシンボル的な存在で市民にとっ
て親しみと誇りでもある。
しかし、水質は決して改善されていない。川は水がすべてであり命である。

水質は本流だけでなく支流を含め流域全体の小河川、住宅街、源流域の山間部
等、徹底的に水質浄化してこそ鴨川は良くなると思う。特に合流式下水はなん
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としても改善されないかぎりよくならないと確信する。
あらゆる生き物と共生する環境づくりのため、市民の立ち入らない自然その

ままの地域をつくることが必要。

○ 上流域の自然と清流の保全が守られてこそ美しい鴨川であり、大人の責任と
して子供達に手渡すべきものと考えています。その為に上流域の産廃施設(使
用停止・改善命令が出されている。)をはじめ、建設業者のごみ置き場？資材
置き場？など、塀に囲まれたところが１０箇所あります。第二・第三の産廃施
設の心配さえするのです。川沿いは削ったり、埋め立てたりせずに、たえず清
流が流れる状況を確保して下さい。水質汚濁・景観阻害を上流で食い止められ
る、保全条例を京都市と協力の上、作成される事を切に望みます。

○ 私は鴨川の上流である北区雲ヶ畑に嫁ぎ住んで30年になります。緑豊かな山
々、澄みきった川、朝起きて一番に吸うおいしい空気、夏に飛び交う美しいホ
タル。都会で育った私にはこの大自然が宝でした。
しかし、今、鴨川の上流に産業廃棄物中間処理施設が建てられ焼却炉の排煙

からはダイオキシンも検出されて川も汚染され、まわりの木々も濃い緑から汚
れた緑になり、空気も鼻をつく臭いがする。処理施設のまわりは大きな岩を積
み重ね地震でもきて生活道路を防ぎはしないか心配です。
市内の人々は何も知らず建物の手前の汚染されている川でバーベキューをし

ている。1日も早くあのような建物は撤去して美しい川を戻して欲しい。

○ まだ４０年前のこと。加茂川の源流地域 雲ヶ畑では多くの種類の魚が生息
していた。林業の盛んなりし頃、多くの林業家達は自然と共に生きてきた。逆
らわず、おごらず・・・しかしながら経済成長と機械化の促進によってその形
態は保てなくなってきた。自然を守るはずの林業が、今では現状維持どころか
破壊しているように思える。
祖父谷川の保安林地域は一面の伐採地そして搬出のために作った簡易作業道

が梅雨の大雨によって土砂崩れを起こしている。
林業経営と自然を守ろうとする努力、この相反した行為がひとつになって、

またあの頃の森に心を遊ばせて見たい。

○ 平成17年３月から18年３月にかけて行われた鴨川流域懇談会でも、産業廃棄
物中間処理施設や資材置き場、土砂の置き場などについて上流地域の保全の声

。 、 。が多くありました また 今回の検討委員会の資料にも取り上げられています
鴨川条例（仮称）には柊野堰堤より上流域の景観、河川敷ならびに水質などの
保全が欠かせません。産業廃棄物中間処理施設の周辺ではダイオキシンによる
大気汚染が明らかになっています。上流域の環境整備、具体的には産業廃棄物
中間処理施設などの上流域からの撤去が条例には必要と考えます。

○ 北区雲ヶ畑においてダム計画が白紙になったと安心したところ今度は産業廃
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棄設備、当初は山林内に穴を掘って作業をしていたが、今では拡張をされ、大
きな作業場となった。狭い道路を産廃の車とすれ違うだけでも不愉快だ。鴨川
の上流にこのような物が建てられたことに憤りを感じる。周辺住民の同意がな
ければ、建てられないのにどのようにして建てられたのか不思議だ。既に建て
られたものが生かされる条例はお断りだ。既存の設備についてもこの条例で縮
小に向けることができるのを期待します。

○ 鴨川を美しく保つために上流に注目していただきたい。柊野から雲ヶ畑まで
の川縁に産廃処理場が並んでおり、水、土壌、空気を汚染している。また、塀
で囲って景観を損ねている状況があります。
京都市のごみ行政にも関わる事でしょうが、何とかなりませんか？
川岸３０ｍは保全ゾーンとして、施設は作らないなど規制できる条例になら

ないでしょうか？

○ 上流の産業廃棄物処理場らしき所が数ヶ所ありますが、水質にも悪影響があ
ります。以前はハイキングしても四季折々大変良かったのですが、景観的にも
非常に悪く、また川巾も狭くなっています。石垣を高く積んで（この石垣もだ
んだん高くなっています）犬を１０匹ぐらい飼っていて、非常に感じが悪いで
す。
どうか、このような施設を禁止してください。

○ 子どもが小さいころ、今から３０年前、鴨川には小魚が沢山いて、小さな網
ですくったり、釣ったりして遊んでいたものです。ところが、今は孫をつれて
鴨川へ入っても、小魚があまりいません。上流の産廃処理施設の影響と考えま
す。鴨川上流で川を汚すような施設を許可しないで下さい。

○ 私は、鴨川の源流雲ヶ畑に住んでおります。このたび山田知事が条例づくり
に取り組まれていることを知り、誠に有難く是非とも実現しますようお願いし
ます。
昭和６２年ごろより、産廃焼却施設が毎日煙を高々とあげており、ダイオキ

シンの土壌や、川、空気中への排出を心配し、ＪＡ女性部員として、調査を続
けて来ました。不安は現実となり基準を超えた排出が確認され焼却を停止して
います。川から海へ、そして、魚へ、ダイオキシンは私達の体内へ、そして、
将来を背負う生命へと恐ろしい影響を引き継いでゆくことになります。
京都が本当に環境対策の先頭として、この条例が成立し、日本のみならず世

界のお手本となるよう、期待しています。

○ 実効性のある鴨川条例の制定を願います。
鴨川は京都市内の中心部を流れる川として、市街地の中においても美しい自

然風景を作り出しているが、実際には、その上流の河岸において、違法焼却を
行う産廃施設が複数存在する。市民の憩いの場となっている鴨川の上流にこう
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した産廃施設が存在するという現実に目をつぶるべきではない。
京都府は、河川管理者として、積極的に鴨川全域の環境を保全し、上記のよ

うな事態を解消しなければならないと考える。

○ 「鴨川の中のゴミ」
川の中で一番目に付くゴミは真っ白いレジ袋です。鴨川に直接捨てられたゴ

ミは少しで、大部分は、雨水と共に鴨川公園の外部から流入してきたものと推
定されます。鴨川をゴミ・フリーの美しい清流にしていくには、第一に鴨川上
流域の小河川や用水・排水溝（開放型）のゴミ対策、第二にゴミの付着・滞留
を出来る限り少なくする鴨川の河床(土砂移動・中州・植生)対策、が必要と考
えます。このような見地から条例に次の点を期待しています。
①名称は「鴨川流域条例」とする。
②地球環境の保全推進に貢献する （地球環境の文言を入れる）。
③京都からはじまるレジ袋有料化による削減に貢献する。
④不特定多数の地域住民との情報共有ができる「ぺたぼーど」システムを導
入する。

⑤鴨川独自のデザイナーを育成する。

○ 山紫水明の京都を流れる鴨川の上流に産廃処理施設が堂々と建てられ何の規
制もなく営業し、残土・灰・もえかすを川に埋めて川の流れまで変えているの
です。私が３０年以上前に嫁いできた頃は下流域でも蛍が飛んでいたのに今は
いません。ダイオキシンで汚染されているのだと思います。
「 」 、雲ヶ畑を流れて鴨川に注ぐ水は御所に行くから と先祖より大切に守られ
今は私達で廃油からセッケン作りをし、汚さないようにと守っている水を不法
な処理施設で汚染されていいはずがありません。条例でこのような違法な施設
は一切なくして今後も作れないようにして下さい。

○ 京都市民や多くの観光客が目にする鴨川の姿は、私たち上流に生活する雲ヶ
畑の住民が川の清流を守る意識が強いことにより、美しさを保っていたのだと
思います。
しかし、今、この清流は「ダイオキシン」により汚染されています。雲ヶ畑

街道に異様な姿で建っている産業廃棄物中間処理施設（現在、焼却炉は使用停
止です）の調査を行い、違法を許可することなきよう願います。

○ 要望書（平成１８年９月４日受付）

あて先：京都府鴨川条例検討委員会座長
要望者：鴨川源流に産廃施設はいらない市民の会

環境・ごみ・くらしを考える「地球の環境をよくする会」

(1) 条例は「鴨川の水の安心・安全」を前提におくこと。
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(2) 鴨川流域がおおむね「山地」と「市街地」に区分できることから、区分ごと
に保全する内容を策定すること。

(3) 区分は柊野堰堤を基準にし、上流域は「山地」を生かし森林の保全と自然景
観の保全をはかること。

(4) 森林の保全に併せ、鴨川に隣接する区域で公有地化がはかれるようにするこ
と。

(5) 鴨川汚染につながる源流域の不法投棄を防止すること。
(6) 源流域に鴨川水質保全に反する産業廃棄物中間処理施設を立地しないこと。
(7) 源流域に下水処理施設の整備をすること。

４ 景観に関する意見

○ 府民と京都を訪れる人々が共有する鴨川の憩いの場としての雰囲気、歴史的
景観、鳥類の保護等を鴨川に現在ある漁業権の行使で損なう事が起こらないよ
う、制定される条例に盛り込んでいただきたい。
漁協が鴨川に放流した稚アユをカワウの食害から守る目的で、府に届出をし

て白い荷作り用ビニール紐をジグザグに張り巡らした行為は、景観破壊と同時
に、川の私物化である。また、鳥類が姿を見せなくなるとともに、鳥類が紐に
引っかかるなどの被害にあう危険がある。

○ 私は京都市北区雲ヶ畑に住む２１歳の大学生です。雲ヶ畑は鴨川の上流域に
あり、私も幼い頃から鴨川でよく水遊びなどをし、水と親しんできました。
しかし、ここ数年の間に街道沿いにある産業廃棄物中間処理施設が徐々に拡

大され、今ではまるで巨大な城の如くそびえ立っております。隣接するその施
設が鴨川の景観にあまりにも不似合であると前を通るたびに感じております。
「京都の顔」である「鴨川」のそばにあのような施設は不似合であると考え

ます。何卒「景観」という観点から考えて下さるようお願いします。

○ 私の住んでいる所は北区です。鴨川の上流の雲ヶ畑というところです。この
地に生まれ育ち毎日川を見て暮らしてきました。川に沿って雲ヶ畑街道がある
のですが、毎日行き来する度に川の流れを目にする事が安らぎになっておりま
す。
でも今は残念ながら産廃業者の膨大なる建物で川を見る事ができず、様子が

わからない状態です。とても悲しい事だと思っています。

○ 御薗橋～出雲路橋あたりから比叡山、大文字山を望む景色や空の広さはとて
も好きですが、足許は外来種のオオバコなどが多く、川からは臭いが上ってく
るところがあり、がっかりします。
上流域に行くと、囲いがしてある廃棄物処理場が続き興ざめです。川の中は

水浄化作用のある珪藻類が少なくなり奇型も出ているとか。三条、四条の景観
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を守るためにも先ず上流域を美しいものしたい！
①すべての廃棄物処理場移転②鴨川に流れ込む川(EX.若狭川など)の浄化③下
水道汚水を鴨川に流さない④河川敷にゴミ箱はおかない（ゴミは持ち帰る）

○ 私の住む「志久呂橋」あたりの鴨川では橋の中央に立っても水の流れが見え
ません。中州に、おい繁った雑草が今を盛りと大きく育ち、わがもの顔に居す
わっているからです。良い景観を保全するために、なんとかならないか。なん
とかしてほしい。
また、橋の袂毎にトイレがあると散歩している私は、うれしいです。

５ 利用に関する意見

○ この「鴨川条例」によって鴨川岸での花火が条例で禁じられると言う話を聞
きました。ロケット花火や打ち上げ花火等の危険な花火については、川床が出
ている区間などで規制は必要かもしれませんが、手持ちの花火については禁止
すべきではないと思います。
鴨川での花火はすでに夏の京都の風物詩にもなっていますし、子供から若者

まで多くの市民が楽しんでいるだけではなく、観光で来られた方達も楽しんで
おられますし、なにより川原で花火を楽しむ姿はとても情緒のある京都らしい
風景です。
よい環境をつくるために条例は必要なのかもしれませんが、市民が生活して

いく上で必要なゆとりや楽しみまでも奪うような条例は必要ないと考えます。

○ 空間環境や水環境は、府市協調で、緑の多い安らぎのある公園が望ましいと
思います。委員の方々のご意見には賛成です。特に火は絶対に使うことを禁止
する、多摩川のようになってからでは大変です。
条例には罰則を設け府の職員の方々が取り締まりやすくするのもひとつの方

法かと思います。



 －10－

写真募集「わたしたちの鴨川、楽しい鴨川、もっとステキに！」 

への応募写真 

 
京都府鴨川条例（仮称）の検討を進めるに当たって、鴨川のさまざまな素顔をとらえた

写真（カメラ付携帯電話、デジタルカメラで撮影したもの限定）をホームページとチラシ
等にて広く募集した。 
 
募集テーマ：私の見た鴨川の素顔 
募集期間 ：平成１８年８月５日～９月８日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影地：松原橋から下流 左岸側 
コメント：京都市立洛央小学校の児童が、
夏休みの課外授業「おもしろサイエンス」
で鴨川を観察しているところです。 
この授業は毎年恒例です。鴨川を校区内に
持つこの学校は、鴨川で採れた魚を学校の
水槽で飼育するなど、鴨川に親しみ、関心
を持っています。 

撮影地：北山大橋 
コメント：添付の写真は、去年（平成１７
年）１２月２１日、京都市内に大雪が降っ
た時の鴨川（場所でいえば加茂川かも?）
の様子を、北山大橋から携帯のカメラで写
したものです。随分暗く写ってますが、時
間は昼の１２時頃だったはず。これほどの
大雪は久しぶりで、河川敷の公園では、大
小たくさんの雪ダルマが出来ていました。
寂しげだけど、綺麗な鴨川の姿に思わず、
カシャ、とやってしまいました。 

撮影地：松原橋付近 上流 
コメント：解禁後の日曜日で、鴨川も鮎
釣りで大賑わいです。 



 －11－

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影地：四条大橋下流 左岸 
コメント：祇園祭神輿洗いの日の朝、夕方の神輿洗いで使う水を鴨川から八坂神社の神職が
汲み上げます。（２８日にも同様に神事があります。）鴨川の水を直接汲み上げて神事に使う
のはこの祇園祭だけで、鴨川と八坂神社は密接な関係があります。鴨川は四神のうちの青龍
と言われていますが、八坂神社の本殿下にも井戸があり、青龍の地にふさわしいと言われて
います。７月１０日の祇園祭の神輿洗いは、鴨川の神を八坂神社に迎える神事で、この日か
ら２８日の神輿洗いまで神様が八坂神社にお出ましになるので、神様が留守になったこの期
間だけ鴨川で床を出してもよいと言われています。 



 －12－

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影地：松原橋から下流側 撮影地：団栗橋から四条大橋を望む 

撮影地：松原橋と団栗橋の間から比叡山方向を望む 

コメント：北山、比叡山と鴨川の雪景色。普段の雪ならば午前中で解けるので

すが、豪雪でした。 



 －13－

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影地：西賀茂橋の百メートル程下流 
コメント：西賀茂橋の百メートル程下流で
すが中洲が大きくなり川が大変汚く不衛生
です。中洲を取り除き川幅一杯の優美なせ
せらぎの清流とする事は、賀茂川を見る多
くの人を癒し、綺麗にしょう汚さないと云
う公徳心や環境保護への関心を自然と育て
られます。大都会の真中に自然は無理で汚
い中洲は早急に取り除くべきです。汚れは
人の心を荒ませます。 

コメント：飛び石をつたって賀茂川をわた
ると、川の流れがよく見え周りの景色も新
鮮で賀茂川への愛着が一層増し、川を汚さ
ないと言う気持ちにしてくれます。又橋の
下の不法占拠者が多いが自分さえよければ
いいとなるので即刻退去させるべき！土木
事務所の職員が注意しない事が不法占拠を
助長させている。 

コメント：ひらぎのダム近くの河原が、バー
ベキュー場と化しています。マナーが悪くゴ
ミをすてて帰ったり夜おそくまで、大声をた
てて騒いでいます。特に、夜中であろうが、
花火の音がうるさくねられません。毎年増え
る一方です。困っています。 

撮影地：賀茂大橋から葵橋間 
コメント：なんとなく、一瞬を、 



 －14－

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コメント：改善すべき箇所 
〇中州・寄り州の撤去・・・現状はあまりにもひどいです。 
 鴨川は観光都市京都の最大の自然資産です。(古都保存法で守られている周囲の山々の緑と共
に・・・) 
市民が有効に利用するという、居間的考えより、美しく人を迎える応接間的考えで以って維持・
整備・利用すべきと思います。 
河川敷への不法車の乗り入れ、不法駐輪、橋下の占拠等問題外です。もっと強く徹底して対応
すべきです。 
行政と市民が鴨川に対する共通の正しい”principle”を持てばすべて解決すると思います。 



 －15－

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影地：鴨川と船山 御園橋のバスの中から 撮影地：山紫水明の地 丸太町橋から 

撮影地：半木の道  北山大橋東岸下流 
コメント：鴨川の写真 3点投稿します。いずれ
も冬の風景で、デジタルで「水彩画」処理をし
ています。原版ではありません。 

撮影地：鴨川上流（柊野ダム上の公園） 
コメント：《改善すべき個所、迷惑行為、鴨川への
思い》 
 鴨川上流（柊野ダム上の公園）は一日中、バー
ベキュー客で大賑わい、深夜まで花火が続き。。。
周辺住民は、連日騒音に悩まされています。 
 そして、早朝はそんな、鴨川利用者が捨ててい
った大量のごみをカラスたちが所狭しとまき散ら
します。公園内はおろか、周辺の道路や民家にも
散らばります。ごみに群がる大群は、「かーかー」
と大声で鳴き、大きな羽を広げ、異様で恐ろしく
もあります。 
 美しい鴨川を皆の手で。。。何とかならないでし
ょうか。よろしくお願いします。 

コメント：三角州の近くの飛び
石に座った所から撮影しまし
た。冷たい鴨川の水が気持ち良
かったです。いつまでも、触り
たい・入りたいキレイな鴨川で
あって欲しいです。 



 －16－

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影地：北大路橋下流から見た、鴨川堤の桜
と大文字山 
コメント：鴨川の堤は、四季を通じて市民が
憩いの絶好の散策路…桜花爛漫のころ、大文
字山を借景にした風景が好きです。 

撮影地：植物園西側の半木の道 
コメント：植物園西側の半木の道の紅枝垂
桜と対岸の鳩たち。染井桜を追って咲く、
紅枝垂桜のトンネルは見事です。そんな桜
風景に目もくれず、鳩たちはエサを漁るの
に懸命でした。 

撮影地：丸太町橋から見た鴨川下流の二条大橋、御池大橋の風景 
コメント：晩春の頃、両岸を自生の西洋カラシナが咲き乱れます。散策する人達が跳び石を渡
る長閑な様子が見られました。 



 －17－

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コメント：三枚の写真は雲ケ畑街道を歩きながら撮ったものです。 
鴨川の上流、雲ケ畑街道は悲鳴をあげています。雲ヶ畑街道を産廃街道にすることは、京

都市民として許せません！！ 

鴨川沿川を保全して下さい。 



 －18－

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影地：雲ケ畑街道にある産廃施設を道路側から撮った写真１枚と、川に入って携帯カメラ

で撮ったもの。 
コメント：「京都の顔」である鴨川の源流が産業廃棄物の施設や資材置場でひどい状態になっ
ています。美しい鴨川の源流をかえしてください。 



 －19－

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影地：雲ヶ畑小梅谷頂上付近より京都市内
を望む 
コメント：この緑から落ちる小さなの水滴が
やがて大河となり、やがて巡りめぐって こ
の緑に降り注ぐ。永遠の営み・・ 人間が途
絶えさせてはいけない 

柊野の堰で静かに魚影を待つ白鷺。 

庄田橋より鴨川最大の、柊野にある「堰」を
見る。 
上段は水面から上だけでも４メートルはあ
るだろう。中州、両岸は岩石で覆われ、およ
そ鴨川というイメージから少し離れた景色
である。夏の静けさを取り戻しました。 

出雲橋を下がり冬景色を散策している人。 
冬の「大文字」が見事に点火？している京都
鴨川の暮。 

コメント：我々京都市民には、やはり鴨川は心の「癒し」である。 
どんなに美しいものでも、見えぬ所には汚い部分もあるものである。 



 －20－

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影地：北区雲ケ畑下流 

コメント：２００６年８月１９日ケイタイ.フォト 

はっきり画面が出なくて残念。雰囲気だけでもわかって下さい。かも川上流のかくされた

素顔。 

ズタズタに人間がはかいした場で機械は金属をはかいしている。 

川を歩くと 金属の粉がふってきそうな音がする。このたてものは いらない！！！ 


